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賀美石小学校

千　葉　琥　珀

三本木小学校

大　友　結　以

中埣小学校

梁　川　心　実

古川第五小学校

小笠原　衣　織
中埣小学校

大　内　崚　斗

大崎法人会会長賞

大崎法人会税制委員長賞

大崎地区税務関係団体協議会会長賞

東北税理士会古川支部長賞 古川税務署長賞

中埣小学校

小野寺　陽　蓮

中埣小学校

齋　藤　弥　生

不動堂小学校

吉　岡　愛　晴

古川第五小学校

西　村　心　花

不動堂小学校

三　神　杏　菜

大崎法人会副会長賞（広報担当）

大 崎 市 長 賞

大崎法人会女性部会長賞

大崎法人会副会長賞（税制担当）

大崎法人会広報委員長賞
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平成31年１月23日（水）：グランド平成平成31年１月23日（水）：グランド平成
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◇
村
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◇参加者は熱心に聞き入った◇中村文昭氏の講演は多くの来場者を魅了した！

◇会長賞は古川土地の早坂さんに当たりました

◇
髙
橋
大
崎
市
副
市
長
の
祝
辞

◇
佐
藤
法
人
会
会
長
の
挨
拶

新春お笑い寄席新春お笑い寄席
平成30年１月15日（月

）  開催：芙蓉閣

企業交流会企業交流会企業交流会

2019 演

新
春講

演会 新春お笑い寄席新春お笑い寄席
平成30年１月15日（月）  開催：芙蓉閣

企業交流会企業交流会企業交流会
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日　時：平成31年１月24日(木)

会　場：大崎市立富永小学校

内　容：『租税教室の開催』

対　象：６年生児童21名

担　当：女性部会

日　時：平成31年２月14日(木)

会　場：古川商工会議所会館研修室

内　容：『販路開拓・売り上げ拡大の

ためのＩＴ活用セミナー』

講　師：(合同)クリエイティブファースト
代表社員　社長　佐藤　創 氏

ヤフー㈱・PayPay㈱
産学官キャッシュレス・ビジョン

推進チーム宮城　矢吹健輔 氏

受講者：43名

担　当：ＩＴ委員会・古川商工会議所

日　時：平成31年１月23日(水)

場　所：大崎市古川 グランド平成

内　容：『税に関する絵はがきコンクール

応募作品入賞選考会』

応募数：14校438枚

選考者：古川税務署長・大崎市長・大崎
地区税務関係団体協議会長 他

担　当：女性部会

日　時：平成31年２月11日(月)

場　所：加美町花楽小路商店街

内　容：『うめぇがすと鍋まつりin加美』

対　象：地域住民にオリジナル鍋を販売

販売数：450食　開始50分で完売

担　当：青年部会

活動
アラ

カ
ルト

絵はがきの応募作品選考

青年部鍋まつりに出店

富永小学校で租税教室

ＩＴ活用セミナーを開催
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日　時：平成31年１月22日(火)

会　場：古川商工会議所会館研修室

内　容：『スマホで申告が簡単にできる

操作実務研修会』

講　師：古川税務署
個人課税第一部門

　担当官　　　　　

受講者：８名

担　当：ＩＴ委員会

日　時：平成31年１月15日(火)

会　場：加美町：サンパレスマルト

内　容：『夢と絆』

講　師：新潟産業大学経済学部

准教授　蓮池　薫 氏

受講者：84名

担　当：加美商工会

　　　　加美支部

日　時：平成31年１月18日(金)

会　場：大崎市立東大崎小学校

内　容：『租税教室の開催』

対　象：６年生児童14名

担　当：青年部会

日　時：平成31年２月21日(木)

会　場：鳴子温泉：ドライブインおーとり

内　容：『疑問解消！
知って納得ＳＮＳ講座』

講　師：ワッツ・ビジョン

代表　笹崎久美子氏

受講者：23名

担　当：玉造支部

東大崎小学校で租税教室

玉造支部SNS研修会開催

スマホで簡単申告操作体験

蓮池氏を招き講演会開催

活動
アラ

カ
ルト
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過大役員給与の損金不算入とは？
〜 経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答 〜

税理士　互　井　敏　勝

リサ　 高額な役員給与が話題となっていますね。法人が役員に対して支給する給与のうち、損金に算入
されないものがあると聞きましたがどのようなものですか。

サキ先生　過大役員給与の損金不算入ですね。法人がその役員に対して支給した給与のうち、その役員の
職務に対する対価として不相当に高額な部分の金額などについては、損金の額に算入しないこととされ
ています。

リサ　役員給与のうち不相当に高額な部分の金額とは、具体的にはどのようなものですか。

サキ先生　役員給与のうち不相当に高額な部分の金額であるかどうかは、実質基準と形式基準により判定
します。

リサ　実質基準と形式基準でどのように判定するのですか。

サキ先生　実質基準は法人がその役員に対して支給した給与の額がその役員の職務の内容、その法人の収
益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類
似するものの役員に対する給与の支給の状況などに照らし、その役員の職務の対価として相当であると
認められる金額を超える場合には、その超える部分の金額を不相当に高額な部分の金額として判定しま
す。

　　また、形式基準は法人がその役員に対して支給した給与の額の合計額が、定款の規定又は株主総会な
どの決議により定められた役員に対する給与として支給することができる金額の限度額の合計額を超え
る場合には、その超える部分の金額を不相当に高額な部分の金額として判定します。ただし、支給限度
額が個々の役員ごとに定められている場合には、その役員ごとに判定します。

リサ　実質基準と形式基準のどちらで判定しても不相当に高額な部分の金額がある場合にはどのようにな
りますか。

サキ先生　実質基準と形式基準のいずれか多い金額が過大役員給与として損金の額に算入されない金額と
なります。

リサ　実質基準では役員の職務の内容、法人の収益、使用人に対する給与の支給の状況や事業の種類・規
模が類似する法人の役員に対する給与の支給の状況に照らして判定するとのことですが具体的にはどう
すれば良いのですか。

サキ先生　この実質基準による不相当に高額な部分の金額かどうかの判定は、ケース・バイ・ケースであ
り実務的には非常に難しい判断になります。このテーマは争いになりやすいので、判例、裁決や国税庁
の民間給与実態統計調査などを参考にするといいですね。

☆　 筆者紹介 ☆

互　井　敏　勝（たがいとしかつ）

1968年生まれ。東京国税不服審判所審判部、同所管理課、国税庁長官官房会計課、東京国税局総務部税務相談室などを

経て、東京都中央区で税理士登録。近著「平成29年版 税制改正経過一覧ハンドブック」、「経営に活かす税務の数的基準」

（共著、大蔵財務協会）、「所得税重要事例集」（共著、税務研究会）など。
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お問い合せは、古川税務署管理運営部門　TEL0229−22−1711 （内線111）



佐藤　俊明

仙台支社古川営業所/大崎市古川駅前大通2-6-16　古川土地ビル3F　TEL 0229-22-6398


